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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の 

一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、令和２年２月２８日

付け建技４４６号において、参考までに送付したところですが、標記について、

国土交通省より情報提供がありました。 

富山県土木部では、別添のとおり取り組むこととしておりますので、参考ま

でにお知らせいたします。 

 貴団体におかれましては、会員企業に対して、周知をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

                      （事務担当 技術指導係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


